
 議案第２号  

 

富田林市条例第  号 

 

富田林市立学校給食センター条例の一部を改正する条例（案） 

 

富田林市立学校給食センター条例（昭和５５年条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条の表中 

「  

富田林市立第一学校給食センター 富田林市西板持町四丁目１番５号 

富田林市立第二学校給食センター 富田林市藤沢台二丁目３番２号 

                                  」 

を 

「  

富田林市立第一学校給食センター 富田林市西板持町四丁目１番５号 

                                  」 

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

 


